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●司 会 

皆様、お疲れ様です。本日はお忙しい中、ご出席賜りまして、誠にありがとうござ

います。司会を務めます、都市計画課長の喜多でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

只今より、平成２９年度第１回能美市都市計画審議会を開催致します。開催にあた

りまして、井出市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

●市 長 

 本日はお忙しい中、審議会にご足労いただき、誠にありがとうございます。 

 本日の審議案件にも関わることですが、能美市の現在の状況について、簡単にご説

明いたします。３月２５日には、能美市民の悲願であった能美根上スマートインター

チェンジ（以下、スマートＩＣ）が開業します。そして石川県におかれましては、加

賀海浜産業道路の整備を進めていただいており、先ごろ手取川架橋の工事に着手して

おります。更には、東西を横断し、市内の一体性をもたらす能美東西連絡道路の整備

を順次進めております。 

 これら交通インフラおよび周辺環境をいかに活用していくか、様々な専門をお持ち

の委員の皆様のお知恵をいただいていきたいと思っております。 

 また、人手不足の解消や、工業用地および住宅用地の確保、基幹産業である農業の

振興などの能美市の課題に対応する都市計画行政を推し進めたいと思っております。 

 能美市という地域それぞれの特性を活かし、バランスよく開発を行っていきたいと

思いますので、委員の皆様にはご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

●司 会 

本日の審議会には、現在の委員１３名全員の出席をいただいております。能美市都

市計画審議会条例第５条第２項の規定による定足数を超えておりますので、審議会は

成立致しております。 

ここで、新しく委員になられた方々をご紹介します。 

能美市議会議長 南山 修一 様です。 

能美市議会産業経済常任委員長 米田 敏勝 様です。 

石川県南加賀土木総合事務所長 鈴木 穣 様です。 

石川県南加賀農林総合事務所長 山崎 浩一 様です。 

能美市町会連合会会長 吉田 良 様です。 

なお、委員の皆様の任期につきましては、平成３１年１月３１日までとなっており

ます。よろしくお願いいたします。 

運営要領により会長が会議の議長となります。又村会長よろしくお願いいたします。 
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●会 長 

 委員の皆様方におかれましては、本日の審議に対して、ご協力をよろしくお願い申

し上げます。それぞれの立場で有意義なご意見を頂戴したいと思います。 

それでは、議事の進行に務めます。 

まず、議事録署名者を指名いたします。議事録署名者は、竹本委員と畑中委員にお

願い致します。 

初めに本日の審議会に上程されました案件について、本多産業建設部長よりご説明

願います。 

 

●部 長 

本日、皆様にお諮りします案件は、お手元の議案書のとおり、都市計画道路に関す

る審議案件２件、能美根上スマートＩＣ周辺の土地利用に関する審議案件３件の、合

計５件であり、事務局よりご説明申し上げます。 

なお、本日の会議につきましては１時間程度を目安としておりますので、慎重な審

議とご協力をよろしくお願いします。 

 

●会 長 

それでは、議案について、事務局より説明を求めます。 

 

●事務局 

議案第１号「能美都市計画道路の変更」についてご説明いたします。対象となる路

線は「３・４・５号 根上小松線」と「３・５・３３号 松本福島線」の２路線であ

り、石川県が進めている「加賀海浜産業道路」の一部区間の整備に伴い、今回変更す

るものです。 

「３・４・５号 根上小松線」と「３・５・３３号 松本福島線」の位置はこちら

になります。今回変更する区間はこちらの能美市吉原町地内になります。白山市や川

北町との境に位置しており、能美根上スマートＩＣにも近い場所です。 

ここで、「加賀海浜産業道路」について、簡単にご説明いたします。 

 加賀海浜産業道路は、加賀地域と金沢港とを連結する海側の南北幹線として、相互

のアクセスを強化し、物流の効率化によるものづくり企業の更なる集積に繋がる幹線

道路です。 

 今回、白山市松本町から能美市福島町までの区間において、多数の企業が集中して

いる工業地域における交通の分散を図るため、「松本福島線」を新たに都市計画決定

するものです。 
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白山市、川北町、能美市の２市１町にまたがる路線であるため、路線名称は「松本

福島線」に統一し、それぞれの都市計画区域に含まれる区間に分けて決定します。 

つまり「３・５・３３号 松本福島線」は、加賀海浜産業道路の一部区間を担う幹

線道路である「松本福島線」のうち、能美都市計画区域に含まれる延長約８１０ｍに

ついて、幅員１２ｍ、車線数２車線の都市計画道路として、今回新たに位置付けられ

るものです。 

 「松本福島線」の終点部である能美市地内においては、平成２６年度から既に事業

が開始されていますが、ルートが未決定であった起点部の白山市から川北町のルート

がこの度決定したため、このタイミングでの都市計画決定となったものです。 

「３・４・５号 根上小松線」については、松本福島線の新規追加に伴う機能の代

替により、一部区間を廃止するものです。 

以上で、議案第１号についてのご説明を終わります。なお、本案件につきましては、

２月６日から２週間、縦覧に供しましたが、意見書の提出はございませんでした。以

上でございます。 

 

●会 長 

只今、説明のありました議案第１号について、ご意見・ご質問がありましたらご発

言願います。 

 

●山本委員 

 加賀海浜産業道路について、歩道は架橋部分も含めて全線確保されていますか。 

 

●事務局 

 架橋部分も含めて全線確保されています。一部４車線の区間がありますが、その区

間は両側歩道で整備されます。 

 

●会 長 

 ほかに何かご意見・ご質問はありませんか。 

ほかにないようですので、議案について採決を行います。 

なお、議案第１号については、県が決定する案件でありますので、本審議会での意

見聴取の後、県の都市計画審議会で審議されることとなります。 

それでは、議案第１号について、原案のとおり了承することに異議ありませんか。 

 

●各委員 

 （異議なしの声） 
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●会 長 

「異議なし」ということですので、原案のとおり了承することと致します。 

それでは、次の議案について、事務局より説明を求めます。 

 

●事務局 

続いて、議案第２号「能美都市計画道路の変更」についてご説明いたします。こち

らの対象路線は「３・５・１９号 高堂泉台線」であり、能美東西連絡道路の一部区

間を担う路線です。この路線も県道を含む路線であり、石川県が決定権者となります。 

「３・５・１９号 高堂泉台線」の位置はこちらになります。国道８号の高堂ラン

プから泉台町地内まで、能美市の中央部を東西に横断する路線です。今回の変更区間

は、こちらの能美市湯谷町地内になります。 

ここで、能美東西連絡道路の概要を簡単にご説明いたします。 

 能美市南部を東西に横断する全長約８ｋｍの計画道路であり、地域相互の連携、沿

道地域の活性化、防災時の避難径路など、多面的な機能を有する幹線道路です。 

 平成２７年２月に起点部である下ノ江町から中ノ江町までの、ＪＲ北陸本線を跨ぐ

区間が完成し、平成２８年４月には末信町から湯谷町までの区間が完成しています。

また、現在、中ノ江町から寺井町までの区間について、事業を着手しています。 

今回の変更区間です。道路幅員が 6.6ｍと狭く、歩道も整備されていません。歩行

者や自転車利用者の安全が危惧されており、また車両においても交差点での滞留や車

線を跨いで走行するといった現状にあります。 

ここで高堂泉台線の幅員についてご説明します。本路線では幅員が１２ｍの区間と

１６ｍの区間があり、区間延長の長い幅員１２ｍを代表幅員としております。今回変

更する区間は幅員１６ｍの区間になります。 

本区間においては、道路の幅員を１６ｍから１２ｍに変更します。変更内容としま

しては、まず、停車帯１ｍを廃止します。これは、沿道において宅地開発が進んでい

るため、商業施設等における道路上での一時駐車による荷捌き需要が見込まれないこ

とによるものです。 

加えて、植樹帯１ｍを廃止します。これは、区画道路が多く接続するため交差点の

間隔が短いことや、湯野小学校が近接していることから、歩行者の安全な通行を確保

するため、視界を妨げないように見通しに必要な空間を確保するためです。片側２ｍ

の両側分で合わせて４ｍ、幅員を縮小します。 

変更する区間の延長については、幅員を縮小する区間約３１０ｍに、前後の擦り付

け区間約１２０ｍを加えた約４３０ｍとします。 
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以上で、議案第２号についてのご説明を終わります。なお、本案件につきましては、

２月２７日から２週間、縦覧に供しましたが、意見書の提出はございませんでした。

以上でございます。 

 

●会 長 

只今、説明のありました議案第２号について、ご意見・ご質問がありましたらご発

言願います。 

 

●森委員 

 住宅建築が進んでいるので、不必要な拡幅はしないほうが良いと思うが、雪が降っ

た時に路肩が狭いと除雪がしにくくなると思います。将来的には消雪装置の導入を考

えていく必要があるのではないでしょうか。 

 

●事務局 

 人家も連担してきており、将来的に消雪装置の必要性は高まると思っております。

事業実施の際には検討していきたいと考えています。 

 

●森委員 

 能美東西連絡道路は、市の東西を繋ぐ、また旧３町を繋ぐ重要な道路ですので、早

期の全線開通をお願いしたいと思います。 

 ただ、加賀産業開発道路に接続する箇所においては、丘陵部であり仕方のないこと

かもしれませんが、路線がうねり見通しも悪いので、できるだけ直線になった方が良

いかと思います。 

 また、せっかくの市内を横断出来る道路であるのに、加賀産業開発道路から能美東

西連絡道路に繋がる交差点が分かりにくいと感じています。誘導サイン等の整備も行

えば良いかと思います。 

 

●事務局 

 案内サインについては、九谷陶芸村への誘導に関しても、加賀産業開発道路のどこ

の交差点を曲がればよいか分かり難いという意見を九谷焼業界からいただいていま

す。それと合わせて分かりやすいものへ、案内サイン等の整備を検討していきたいと

思います。 

 

●会 長 

 ほかに何かご意見・ご質問はありませんか。 
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ほかにないようですので、議案について採決を行います。 

なお、議案第２号についても、県が決定する案件でありますので、本審議会での意

見聴取の後、県の都市計画審議会で審議されることとなります。 

それでは、議案第２号について、原案のとおり了承することに異議ありませんか。 

 

●各委員 

 （異議なしの声） 

 

●会 長 

「異議なし」ということですので、原案のとおり了承することと致します。 

それでは、次の議案について、事務局より説明を求めます。 

 

●事務局 

続いて、議案第３号、第４号および第５号について、これら３件は関連があります

ので、合わせてご説明いたします。 

 来たる３月２５日に開通する、能美根上スマートＩＣ周辺の土地利用に関する変更

です。能美市が決定権者となります。 

 対象となる箇所はこちらの能美市吉原釜屋町地内になります。スマートＩＣの周辺

であり、市内の海側を南北に縦断する「木曽街道線」に接しています。 

先程説明しました加賀海浜産業道路とのアクセスも容易であり、交通利便性の高い

箇所となっています。 

 対象箇所を航空写真で見ると、このような状況となっています。保安林を除くエリ

アに、新規に用途地域を指定します。 

 用途地域を指定する目的は、当該地域の土地利用計画をスマートＩＣの整備効果を

見込んだものに見直すことです。 

新規に用途地域を指定するエリアには、現在、田園地域の集落の活力維持を目的と

して、特定の建築物や工作物の用途を制限する「特定用途制限地域」が指定されてい

ます。しかし、このままの土地利用では、スマートＩＣの整備効果を十分に発揮する

ことが出来ないと考えています。 

 そこで、能美市の陸の玄関口となるスマートＩＣの開通に伴い、交通の利便性を活

かした企業の立地や、遠方からの企業への出張者が滞在できる宿泊施設および沿道サ

ービス施設などの利便施設の開発需要の高まりに対応すべく、今回、新たに用途地域

として「準工業地域」を指定するものです。指定する面積は 4.8ｈａです。 

 以上が議案第３号「用途地域の変更」の説明になります。 
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 新規に用途地域「準工業地域」を指定することに伴い、これまで指定していた特定

用途制限地域が削除されます。準工業地域の指定面積と同じ面積が削除されます。 

以上が議案第４号「特定用途制限地域の変更」の説明になります。 

 

 準工業地域の新規指定に合わせて、同エリアに「特別用途地区」を追加指定します。

特別用途地区とは、特に、土地利用の増進や環境の保護などを図る必要のある地区に

おいて、その地区の特性を活かした土地利用の規制や誘導を図るため、用途地域を補

完して定める制度です。 

 準工業地域は住宅、商業店舗、工場など多様な用途の建物が建てられる用途地域で

あるため、当該エリアが目指す地域特性に馴染まない施設は、あらかじめ規制してお

く必要があります。具体的には、ラブホテルやパチンコといった風俗営業施設や環境

を悪化させる恐れのある工場の立地を規制します。 

 能美市には５種類の特別用途地区がありますが、当該エリアが目指す土地利用の条

件を満たす規制内容である「第一種特別工業地区」を指定します。 

以上が議案第５号「特別用途地区の変更」の説明になります。 

 

 議案第３号、第４号および第５号についてのご説明を終わります。 

 なお、本案件につきましても、２月２７日から２週間の縦覧に供しましたが、意見

書の提出はありませんでした。以上でございます。 

 

●会 長 

只今、説明のありました議案第３号、第４号および第５号について、ご意見・ご質

問がありましたらご発言願います。 

 

●山本委員 

 特別用途地区では高さの制限は定められていますか。 

 

●事務局 

 特別用途地区には高さの制限はありません。ただ、一定以上の高さの建築物を建築

する場合は、市に届出が必要となります。着工前に看板を設置し、周知されます。 

 

●竹本委員 

 議案第３号と第５号との関連性を教えてください。 
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●事務局 

 議案第３号は、用途地域である準工業地域を指定するものですが、準工業地域は住

宅、商業店舗、工場など、ほとんどの用途の建物が建てられてしまいます。 

そこで、建築して欲しくないラブホテルやパチンコといった風俗営業施設や環境を

悪化させる恐れのある工場などを規制するために指定するのが、議案第５号の特別用

途地区になります。 

 

●会 長 

 ほかに何かご意見・ご質問はありませんか。 

ほかにないようですので、議案について採決を行います。 

それでは、議案第３号、第４号および第５号について、原案のとおり了承すること

に異議ありませんか。 

 

●各委員 

 （異議なしの声） 

 

●会 長 

「異議なし」ということですので、原案のとおり了承することと致します。慎重審

議、ありがとうございました。 

 以上を持ちまして、本日予定の議案審議は終了いたしましたので、議長の任を解か

せていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 

●司 会 

ありがとうございました。それでは、本多産業建設部長より閉会のご挨拶を申し上

げます。 

 

●部 長 

本日は長時間に渡りまして慎重なご審議を賜り、ありがとうございました。本日、

事務局が用意しました事案については以上でございます。 

それでは以上をもちまして、平成２９年度第１回能美市都市計画審議会を終了させ

ていただきます。本日は大変ありがとうございました。 
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